
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  簡易課税制度のみなし仕入率の改正             

Ｑ：消費税の簡易課税制度が改正になった

そうですが、どのようになったのですか？                          

                                             

Ａ：平成27年４月１日以後開始事業年度か

ら、金融保険業と不動産業のみなし仕入率が

改正されています。 

【解説】 

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が、

平成27年４月１日開始事業年度から、一部改

正になっています。 

みなし仕入率とは、簡易課税制度を選択し

ている事業者が、課税標準額に対する税額に

一定の率を乗じて課税仕入の額を計算する場

合に適用する一定の率のことをいいます。 

今回の改正では、第４種事業に該当してい

た金融保険業が第５種事業に変更になり、み

なし仕入率が60%から50%に、そして、第５種

事業に該当していた不動産業が第６種事業に

なり、みなし仕入率が50%から40%に変更にな

っています。 

ところで、改正前の課税期間における売上

げについて、平成27年４月１日以後に対価の

返還等があった場合にはどうなるかという点

が気になるところですが、これについては、

その対価の返還等があった時点における業種

区分に基づいて処理することとされており、

ひもつき処理はしませんので注意しておいて

ください。 
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